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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外胴と、外胴の内側に配置された内胴とを備え、内胴の一方の表面と他方の表面とが反
転自在に配置できるように構成されたリバーシブル表示装置であって、
　前記内胴の一方の表面が露出する初期位置から、その初期位置状態を解除し、前記内胴
を前記外胴に対して離間する方向に付勢する初期位置解除手段と、
　前記初期位置解除手段によって、前記外胴に対して離間する方向に付勢された前記内胴
を、前記初期位置と、前記外胴に対して前記内胴が起き上がった起立位置との間で往復自
在に移動させる起伏手段と、
　前記起伏手段によって、前記起立位置に移動した前記内胴を、他方の表面が露出するよ
うに反転させる反転手段とを備え、
　前記起伏手段は、起伏軸部と軸ピンとから構成されており、前記外胴のー端に前記起伏
軸部を配置し、
　前記軸ピンが、前記起伏軸部の軸孔を貫通し、かつ前記軸ピンは、前記外胴に形成され
た略扇形状に切り欠かれた形状の連結溝に装着され、
　前記起伏軸部の軸孔には、柔軟で弾性を有する材料からなる摺動リングが介装されてい
ることを特徴とするリバーシブル表示装置。
【請求項２】
　前記初期位置において、内胴を外胴に対して、移動しないように係止する係止手段を備
えることを特徴とする請求項１に記載のリバーシブル表示装置。
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【請求項３】
　前記初期位置解除手段が、
　リバーシブル表示装置の外部に露出した操作部材と、
　この操作部材の操作により、内胴を外胴に対して離間する方向に移動させる内胴移動手
段とを備えることを特徴とする請求項１から２のいずれかに記載のリバーシブル表示装置
。
【請求項４】
　前記初期位置解除手段が、内胴側または外胴側に設けられていることを特徴とする請求
項３に記載のリバーシブル表示装置。
【請求項５】
　前記内胴移動手段が、操作部材の操作により、内胴に向けて移動し、初期位置にある内
胴に接触することにより、内胴を起立位置方向に押し上げる押し上げ部材を備えることを
特徴とする請求項４に記載のリバーシブル表示装置。
【請求項６】
　前記押し上げ部材が、内胴の下縁に接触する傾斜面を備え、
　前記押し上げ部材が、操作部材の操作により、内胴に向けて移動することによって、傾
斜面に沿って、内胴が起立位置方向に押し上げられるように構成されていることを特徴と
する請求項５に記載のリバーシブル表示装置。
【請求項７】
　前記操作部材と押し上げ部材との間に、カム手段が介装されていることを特徴とする請
求項５から６のいずれかに記載のリバーシブル表示装置。
【請求項８】
　２つの初期位置解除手段が、対向して配置されていることを特徴とする請求項１から７
のいずれかに記載のリバーシブル表示装置。
【請求項９】
　前記内胴が、前記押し上げ部材が接触する接触部を備え、
　前記接触部が、内胴の外面から突出するように形成されていることを特徴とする請求項
５から８のいずれかに記載のリバーシブル表示装置。
【請求項１０】
　前記外胴が、一定間隔離間して対向するように、外胴に突出するように形成された２つ
の取り付け基台を備え、
　前記２つの取り付け基台のそれぞれに、初期位置解除手段が対向するように配置されて
いることを特徴とする請求項９に記載のリバーシブル表示装置。
【請求項１１】
　前記操作部材を、操作開始前の位置方向に付勢する付勢手段を備え、
　前記付勢手段が、操作部材を外胴の外側方向または内側方向に付勢する付勢手段であり
、
　前記操作部材が、付勢手段の付勢力に抗して、外胴の内側または外側に向けて押圧され
る操作部材であることを特徴とする請求項３から１０のいずれかに記載のリバーシブル表
示装置。
【請求項１２】
　前記操作部材を、操作開始前の位置方向に付勢する付勢手段を備え、
　前記付勢手段が、操作部材を一方の回転方向に付勢する付勢手段であり、
　前記操作部材が、回転可能に配置された回転レバーであるとともに前記付勢手段の付勢
力に抗して、他方の回転方向に回転される操作部材であることを特徴とする請求項３から
１０のいずれかに記載のリバーシブル表示装置。
【請求項１３】
　前記起伏軸部の反転軸部の外周にパイプが装着されているとともに、前記パイプの内周
側には、防水パッキンが介装されていることを特徴とする請求項１から１２のいずれかに
記載のリバーシブル表示装置。
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【請求項１４】
　前記外胴の下方に形成した固定ネジ孔を介して、固定ネジを締め付けることによって前
記軸ピンが固定されていることを特徴とする請求項１から１３のいずれかに記載のリバー
シブル表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外胴と、外胴の内側に配置された内胴とを備え、内胴の一方の表面と他方の
表面とが、例えば、表示部を備えた表面と裏面とが、反転自在に配置できるように構成さ
れたリバーシブル表示装置に関し、特に、時計表示部を備えた表面と裏蓋面とが反転自在
に配置できるように構成されたリバーシブル時計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、特許文献１（実用新案登録第２６０５７７２号公報）、特許文献２（欧州特
許ＥＰ０５６２５２２号公報）に開示されているように、外胴と、この外胴の内側に配置
される内胴とを備え、内胴における対向する面を反転させることができるリバーシブル時
計が、すでに知られている。
【０００３】
　これらのリバーシブル時計を腕時計に適用した概略図を、図２７の斜視図、図２８の縦
断面図に示した。
　なお、本明細書中、「バンドの長手方向」とは、バンドの周方向に沿った方向であり、
図２７中の矢印Ｌで示される方向を意味する。また、「バンドの幅方向」とは、バンドの
長手方向Ｌに直交する方向であり、図２７中の矢印Ｗで示される方向を意味する。
【０００４】
　さらに、「上下方向」とは、図２７、図２８において、矢印Ｃで示したように、上下方
向を意味する。従って、上面とは、腕時計を手首に装着した状態において、外方に露出す
る面であり、下面とは、同状態において手首と相対する面である。
【０００５】
　また、「平面方向」とは、図２８において、左右方向を意味するものであり、平面方向
が、バンドの長手方向、または、バンドの幅方向と重複する場合もある。
　これらの図２７、図２８に示したように、リバーシブル時計１０は、外胴１２と、この
外胴１２に、図２７の矢印Ｆ、Ｇで示したように、可動な状態で連結された内胴１４とを
備えている。
【０００６】
　図２７に示したように、外胴１２は、略矩形平板状の部材から構成されており、外胴１
２の内側に内胴１４を収容し、内胴１４を載置するため載置部を構成する、平坦な底面を
有する収容凹部１６を備えている。
【０００７】
　また、外胴１２のバンドの長手方向に沿った一端部には、時計を手首に装着するための
一方のバンド１８が、図示しない連結ピンによって、連結穴２０に装着することによって
連結されている。
【０００８】
　一方、外胴１２の他端部も、同様の方法によって、他方のバンド２２が連結されている
。
　なお、外胴１２に単一のバンドが挿通される場合には、一方のバンドと他方のバンドと
は、単一のバンドにおける一方の端部の部分と他方の端部の部分とを意味するものである
。
【０００９】
　また、図２８に示したように、内胴１４は、ハウジング２４と、風防２６と、裏蓋２８
とを備え、これら部材によって密閉状態の容器として構成されている。
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　すなわち、ハウジング２４は、上下方向に貫通した環状の枠体であり、このハウジング
２４の上部の開口に、例えば、ガラスなどの透光材料よりなる風防２６が、パッキン３０
を介装することによって、水密に固定されている。また、ハウジング２４の下部の開口は
、裏蓋２８が着脱可能に、かつパッキン３４を介装することによって、水密に固定される
。
【００１０】
　この内胴１４の内部には、保持枠４１によって、時刻表示機能として機能する駆動体で
あるムーブメント３６が収納されており、このムーブメント３６の上方には、文字板３８
が載置されている。また、ムーブメント３６より上方に突出し、文字板３８を貫通する針
軸４０の開放端に、時針や分針などの表示針４２が配置されている。これらの文字板３８
と表示針４２が、時刻表示部３２を構成している。
【００１１】
　外胴１２の一端部近傍には、上下方向（図２７の矢印Ｆ方向）に回転する起伏軸部４４
が配置されている。
　すなわち、バンドの幅方向に延びる軸ピン４６が、略直方体形状の起伏軸部４４を貫通
しており、この軸ピン４６の両端が、外胴１２に形成された軸穴５０に固定されている。
【００１２】
　これによって、起伏軸部４４は、平面方向に延びる軸ピン４６を回転軸として、上下方
向に沿って（図２７の矢印Ｆで示した方向に）、回転軌跡を描くように回転することがで
きるように構成されている。
【００１３】
　この起伏軸部４４から突出するように、反転軸部５２が形成されており、この反転軸部
５２の開放端が、図２８に示したように、内胴１４のハウジング２４の一端側の外壁５４
を貫通するように、防水パッキン４３を介して、装着されている。
【００１４】
　そして、ハウジング２４の内側に位置した反転軸部５２の開放端の周状溝５６には、止
めリング５８が嵌着され、これにより、反転軸部５２が、内胴１４のハウジング２４から
抜け落ちることがないように固定されている。
【００１５】
　このように構成することによって、外胴１２と内胴１４とが、起伏軸部４４と反転軸部
５２とを介して連結されている。
　従って、図２７に示したように、内胴１４は、反転軸部５２を回転軸として、図２７の
矢印Ｇの方向に回転できるようになっており、この回転により、内胴１４の一方の外面、
例えば、時刻表示部３２が透視される風防２６の外面と、内胴１４の他方の外面、例えば
、裏蓋２８の外面とが表裏反転することができるようになっている。
【００１６】
　また、図２７、図２８に示したように、ハウジング２４の他端側の外壁６０には、弾性
係合部６２が配置されている。この弾性係合部６２は、有底の筒体６３と、弾性手段であ
るスプリングコイル６４と、砲弾形状の係合突起部６６とを備えている。
【００１７】
　そして、筒体６３の内部に、スプリングコイル６４が収納され、このスプリングコイル
６４により、係合突起部６６が筒体６３の外方に付勢されるように収納されるとともに、
筒体６３から抜け落ちることがないように収納されている。これにより、係合突起部６６
が、筒体６３から、弾性的に出没可能なように配置されている。
【００１８】
　一方、外胴１２の他端側には、上方に向けて立設された壁部６８の内壁面に、この係合
突起部６６が脱着自在に装入される係合凹部７０が形成されている。
　このように構成されるリバーシブル時計１０は、以下の手順で操作され使用される。
【００１９】
　図２８に示したように、通常の使用状態では、内胴１４は、時刻表示部３２を上方に向
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けて、外胴１２の収容凹部１６内に位置する。すなわち、収容凹部１６内に収容された内
胴１４は、外胴１２に対して、ほぼ平行に近接するように伏した状態で配置された初期位
置に位置する。
【００２０】
　この初期位置では、図２８に示したように、内胴１４の弾性係合部６２の係合突起部６
６が、外胴１２の係合凹部７０に挿入された状態であって、起伏軸部４４を回転軸とした
、内胴１４の回動（図２７の矢印Ｆで示した方向の回動）が抑止されるようになっている
。
【００２１】
　すなわち、このような弾性係合部６２と係合凹部７０との係合が、起伏軸部４４を回転
軸とした、内胴１４の回動（図２７の矢印Ｆで示した方向の回動）を抑止する係合手段と
して機能するようになっている。
【００２２】
　また、この初期位置では、内胴１４の反転軸部５２を回転軸とした、図２７の矢印Ｇの
方向への回転（反転）は、図２８に示したように、外胴１２との干渉によって、すなわち
、外胴１２が回転の邪魔になり、抑止されるようになっている。
【００２３】
　従って、初期位置において、内胴１４の下面、すなわち、裏蓋２８の外面と、それに対
向する外胴１２の上面、すなわち、収容凹部１６の底面との間の隙間は、このように反転
軸部５２を回転軸とした内胴１４の反転を許容しない狭い距離に設定されている。
【００２４】
　このような通常の使用状態の初期位置から、内胴１４を、時刻表示部３２を下方に向け
て、外胴１２の収容凹部１６内に位置するように配置するには、以下のように操作する。
　先ず、リバーシブル時計１０の操作者、例えば、このリバーシブル時計１０を手首に装
着した携帯者は、初期位置にある内胴１４を指で把持して、図２７の矢印Ｆ方向に、内胴
１４を外胴１２から離間させるように、上方に持ち上げる。
【００２５】
　これにより、内胴１４に所定以上の外力が負荷されたところで、弾性係合部６２の係合
突起部６６は、スプリングコイル６４の外方向への付勢力に抗して、筒体６３内部に没入
し、外胴１２の係合凹部７０との係合が解除される。
【００２６】
　このように、弾性係合部６２の係合突起部６６と係合凹部７０との係合が解除されると
、内胴１４は、外胴１２に対して、起伏軸部４４を回転軸とした、内胴１４の回動（図２
７の矢印Ｆで示した方向の回動）が可能となる。
【００２７】
　この状態で、リバーシブル時計１０の操作者は、内胴１４を指で把持してまま、外胴１
２に対して、内胴１４の他端をさらに持ち上げるように、起伏軸部４４を回転軸として、
内胴１４を、図２７の矢印Ｆ方向に回動させる。
【００２８】
　そして、外胴１２を基準とする内胴１４の傾斜角度、すなわち、内胴１４の下面と外胴
１２の上面との交差角度が、徐々に広がるように、内胴１４は、外胴１２に対して、起き
上がった状態となる。
【００２９】
　この状態で、外胴１２に対する内胴１４の傾斜角度が、所定の角度を越えると、内胴１
４は、外胴１２と干渉せずに、反転軸部５２を回転軸として、図２７の矢印Ｇの方向へ回
転（反転）できる起立位置に位置する。
【００３０】
　この起立位置は、傾斜角度が所定の角度を越えた範囲にある、あらゆる内胴の位置を含
み、内胴１４が外胴１２と接触せずに回転可能となる位置として規定される。
　そして、操作者は、このように起立位置に位置する内胴１４を、反転軸部５２を回転軸
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として、図２７の矢印Ｇの方向へ、１８０度反転させる。
【００３１】
　この回転により、上方を向いていた内胴１４の時刻表示部３２、すなわち、風防２６が
、外胴１２に対向するように下方を向き、逆に、外胴１２に対向するように下方を向いて
いた裏蓋２８が、上方を向くように、内胴１４は表裏が反転する。
【００３２】
　このように、内胴１４の反転を許容するように、内胴１４に機械的に係合する反転軸部
５２は、起立位置において、内胴１４の一方の外面と他方の外面とを反転させる反転手段
として機能する。
【００３３】
　次いで、操作者は、裏蓋２８が上方を向いた内胴１４を、外胴１２に接近するように下
方に押し下げる。これにより、内胴１４は、起伏軸部４４を回転軸として、外胴１２との
交差角度が徐々に狭まるように回動され、初期位置に戻る。
【００３４】
　このように、内胴１４と外胴１２を機械的に係合させ、内胴１４の上下方向に沿った回
動を許容する起伏軸部４４は、初期位置と起立位置との間を往復できるように、外胴１２
に対して内胴１４を移動させる起伏手段として機能する。
【００３５】
　この初期位置においては、内胴１４は、裏蓋２８の外面を上方に向けて、風防２６、す
なわち、時刻表示部３２を下方に向けて、外胴１２の収容凹部１６内に位置する。すなわ
ち、収容凹部１６に収納された内胴１４は、風防２６が外胴１２の上面と対向するように
、外胴１２に対して、ほぼ平行に近接するように伏した状態で配置された状態である。
【００３６】
　また、この初期位置においては、内胴１４の弾性係合部６２の係合突起部６６は、外胴
１２の係合凹部７０に再び挿入され、これにより、起伏軸部４４を回転軸とした、内胴１
４の回動（図２７の矢印Ｆで示した方向の回動）が抑止されるようになっている。
【００３７】
　さらに、内胴１４の反転軸部５２を回転軸とした、図２７の矢印Ｇの方向への回転（反
転）は、外胴１２との干渉によって、すなわち、外胴１２が回転の邪魔になり、抑止され
るようになっている。
【００３８】
　従って、この初期位置において、風防２６と、それに対向する外胴１２の上面、すなわ
ち、収容凹部１６の底面との間の隙間は、このように反転軸部５２を回転軸とした内胴１
４の反転を許容しない狭い距離に設定されている。
【００３９】
　そして、操作者は、再度、時刻表示部３２を上方に向けたい場合は、前述の操作を繰り
返せばよい。
　すなわち、操作者は、前述の操作と同様に、初期位置にある内胴１４を起立位置まで起
立させ、内胴１４を反転させ、内胴１４を再び初期位置まで戻せばよい。
【００４０】
　なお、このリバーシブル時計１０は、通常、時刻表示部３２が視認されるように、風防
２６が上方に向けて露出した状態で、例えば、手首に装着される。この携帯状態において
は、リバーシブル時計１０は、一般的な腕時計と同じように用いられる。
【００４１】
　そして、激しい作業やスポーツ、または山登りなどをする場合、このリバーシブル時計
１０は、裏蓋２８が上方に向けて露出した状態に変換されて、手首に装着される。
　これにより、例えば、風防２６が砂や泥で汚れて、時刻表示部３２が視認できなくなっ
たり、または、意図しない外力が風防２６に負荷されて、風防２６に亀裂が生じたり、は
なはだしくは風防２６が割れてしまったりするような不具合が回避されるようになってい
る。
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【００４２】
　そして、携帯者が時刻を確認したい場合、このリバーシブル時計１０では、再び、風防
２６が上方に向けて露出した状態に変換すればよい。
【特許文献１】実用新案登録第２６０５７７２号公報
【特許文献２】欧州特許ＥＰ０５６２５２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４３】
　このような従来のリバーシブル時計１０は、極めて利便性に優れた時計であるが、内胴
１４の一方の外面と他方の外面とを反転させるためには、まず、初期位置にある内胴１４
を、起立位置まで回動して起立しなければならない。
【００４４】
　ところが、時計が装飾品でもあるので、リバーシブル時計１０であっても、それ以外の
一般的な時計と同等の美観が要求される。
　従って、初期位置に内胴１４がある状態においては、内胴１４と外胴１２とが、極力一
体的に視認され得るように、すなわち、可動できる内胴１４が目立たないように構成され
る必要がある。
【００４５】
　さらに、好ましくは、初期位置に内胴１４がある状態においては、指で触っても、内胴
１４と外胴１２とが、一体的に感触され得るように構成する必要がある。
　従って、このように構成したリバーシブル時計１０では、リバーシブル時計１０の操作
者、例えば、この時計を手首に装着した携帯者は、内胴１４を起立位置まで起立させるた
め、初期位置にある内胴１４を指で把持しようとしても、内胴１４を極めて判別しにくい
。
【００４６】
　このため、例えば、携帯者が、内胴１４のみを把持したつもりで、外胴１２のみを把持
していたり、または、外胴１２と内胴１４とを同時に把持してしまうことがあり、この場
合には、携帯者がどのように力を加えようとも、内胴１４が起立することがなく、反転操
作ができないことになる。
【００４７】
　このように、従来のリバーシブル時計１０にあっては、初期位置にある内胴１４を、最
初に持ち上げる初動操作（初期位置状態の解除）が極めて難しかった。
　また、携帯者は、初期位置にある内胴１４が判別しにくいために、上記のように内胴１
４を初動させようと何度も試行錯誤を繰り返すうち、爪や指輪などで、内胴１４の外面を
傷つけることがあった。このため、内胴１４の美観、ひいては時計自体の美観が損なわれ
やすかった。
【００４８】
　さらに、前述のように、初期位置において、弾性係合部６２と係合凹部７０との係合の
ような、内胴１４の起立を抑止する係合手段を、リバーシブル時計が採用する場合がある
。
【００４９】
　このように、係合手段によって、初期位置にある内胴１４が外胴１２と機械的に係合し
ている場合、携帯者は、この係合手段による係合力を超える力をもって、内胴１４を持ち
上げなければならない。
【００５０】
　このため、女性、子供、または、老人のように、指の力が弱い携帯者にとっては、初期
位置にある内胴１４を、最初に持ち上げる初動操作が極めて難しく、初動操作ができない
場合も多々あった。
【００５１】
　本発明は、このような現状に鑑み、外胴と、外胴の内側に配置された内胴とを備え、内
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胴の一方の表面と他方の表面とが反転自在に配置できるように構成されたリバーシブル表
示装置であって、初期位置にある内胴を、最初に持ち上げる初動操作、すなわち、初期位
置状態の解除が容易なリバーシブル表示装置を提供することを目的とする。
【００５２】
　また、本発明は、内胴の美観、ひいては表示装置自体の美観を長期にわたり維持できる
リバーシブル表示装置を提供することを目的とする。
　さらに、本発明は、初期位置において、内胴の起立を抑止する係合手段が採用された場
合であっても、初期位置にある内胴を、最初に持ち上げる初動操作、すなわち、初期位置
状態の解除が容易なリバーシブル表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００５３】
　本発明は、前述したような従来技術における課題及び目的を達成するために発明された
ものであって、本発明のリバーシブル表示装置は、
　外胴と、外胴の内側に配置された内胴とを備え、内胴の一方の表面と他方の表面とが反
転自在に配置できるように構成されたリバーシブル表示装置であって、
　前記内胴の一方の表面が露出する初期位置から、その初期位置状態を解除し、前記内胴
を前記外胴に対して離間する方向に付勢する初期位置解除手段と、
　前記初期位置解除手段によって、前記外胴に対して離間する方向に付勢された前記内胴
を、前記初期位置と、前記外胴に対して前記内胴が起き上がった起立位置との間で往復自
在に移動させる起伏手段と、
　前記起伏手段によって、前記起立位置に移動した前記内胴を、他方の表面が露出するよ
うに反転させる反転手段とを備え、
　前記起伏手段は、起伏軸部と軸ピンとから構成されており、前記外胴のー端に前記起伏
軸部を配置し、
　前記軸ピンが、前記起伏軸部の軸孔を貫通し、かつ前記軸ピンは、前記外胴に形成され
た略扇形状に切り欠かれた形状の連結溝に装着され、
　前記起伏軸部の軸孔には、柔軟で弾性を有する材料からなる摺動リングが介装されてい
ることを特徴とする。
【００５４】
　このように構成することによって、リバーシブル表示装置の操作者、例えば、このリバ
ーシブル表示装置を手首に装着した携帯者が、初期位置解除手段を操作することによって
、その初期位置状態が自動的に解除され、内胴を外胴に対して離間する方向に付勢されて
いるので、初期位置の内胴が外胴から起立位置に向けて起き上がる。
【００５５】
　従って、外胴に対する内胴の傾斜角度が小さくとも、すなわち、内胴が外胴からわずか
でも持ち上がれば、携帯者にとって内胴を判別することは極めてたやすい。
　これにより、携帯者は、内胴を容易に指で把持して、内胴を容易に起立させることがで
きる。
【００５６】
　このように、従来では、携帯者の指で行われた初動操作（初期位置の解除）を、初期位
置解除手段によって、自動的に行うことができる。
　また、携帯者は、このように初期位置解除手段によって初期位置が解除された状態で、
内胴を指で容易に把持することができるため、携帯者の爪や指輪が内胴を傷つける可能性
が大幅に低減される。従って、内胴の美観、ひいては表示装置自体の美観を、長期にわた
り維持することができる。
【００６２】
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、前記初期位置において、内胴を外胴に対して
、移動しないように係止する係止手段を備えることを特徴とする。
　このように構成することによって、係止手段によって、初期位置において、内胴が外胴
に対して、移動しないように係止されているので、装着時における運動などの振動や衝撃
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などのように、意図しない外力が負荷されて、内胴が外胴から起き上がった状態となって
、内胴が傷ついたり、内胴に内蔵する表示機構が破損損傷したりすることが防止できる。
【００６５】
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、
　前記初期位置解除手段が、
　リバーシブル表示装置の外部に露出した操作部材と、
　この操作部材の操作により、内胴を外胴に対して離間する方向に移動させる内胴移動手
段とを備えることを特徴とする。
【００６６】
　このように構成することによって、リバーシブル表示装置に係止手段が付設されていて
も、携帯者が、操作部材を操作するだけで、内胴移動手段によって、初期位置にある内胴
が、少なくとも解除位置まで内胴を外胴に対して離間する方向に移動させて、係止状態が
解除される。
【００６７】
　従って、指の力の弱い携帯者であっても、操作部材を操作すれば、係止手段が解除され
るので、内胴を起立位置まで容易に起立させることができる。
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、
　前記初期位置解除手段が、内胴側または外胴側に設けられていることを特徴とする。
【００６８】
　このように構成することによって、初期位置解除手段が、外胴側に設けられている場合
には、内胴側に初期位置解除手段を設ける必要がないので、内胴の美観、ひいては表示装
置自体の美観を維持することができる。
　また、初期位置解除手段が内胴側に設けられていても、初期位置解除を行うことができ
る。
【００６９】
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、前記内胴移動手段が、操作部材の操作により
、内胴に向けて移動し、初期位置にある内胴に接触することにより、内胴を起立位置方向
に押し上げる押し上げ部材を備えることを特徴とする。
【００７０】
　このように構成することによって、携帯者が、操作部材を操作することによって、押し
上げ部材が内胴に向けて移動する。これによって、押し上げ部材が、初期位置にある内胴
に接触して、内胴が押し上げられるようになっている。
【００７１】
　従って、このような簡単な構造で、初期位置解除手段を構成することができ、操作部材
を操作するだけで、初動操作（初期位置の解除）を確実に行うことができる。
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、
　前記押し上げ部材が、内胴の下縁に接触する傾斜面を備え、
　前記押し上げ部材が、操作部材の操作により、内胴に向けて移動することによって、傾
斜面に沿って、内胴が起立位置方向に押し上げられるように構成されていることを特徴と
する。
【００７２】
　このように構成することによって、操作部材を操作するだけで、押し上げ部材が、内胴
に向けて移動して、押し上げ部材の傾斜面が、内胴の下縁に接触し、これにより、傾斜面
に沿って、内胴が起立位置方向に押し上げられる。
【００７３】
　従って、操作部材を操作するだけで、初動操作（初期位置の解除）を確実に行うことが
できる。
【００８０】
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、前記操作部材と押し上げ部材との間に、カム
手段が介装されていることを特徴とする。



(10) JP 4813250 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

　このように操作部材と押し上げ部材との間に、カム手段が介装されているので、例えば
、外部から操作される操作部材の移動方向と、押し上げ部材の移動方向とが同一直線上に
ある必要がない。
【００８１】
　従って、操作部材と押し上げ部材との相対的な位置を決定する設計が自由になり、これ
により、表示装置の美観を損なうことがなく、しかも、表示装置自体も小型化することが
できるように、操作部材と押し上げ部材とを配置することができる。
【００８５】
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、２つの初期位置解除手段が、対向して配置さ
れていることを特徴とする。
　このように構成することによって、２つの初期位置解除手段を操作することによって、
確実に内胴が押し上げられるので、初期位置解除手段の操作性が、さらに向上し、初動操
作（初期位置の解除）を確実に行うことができる。
【００８６】
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、
　前記内胴が、前記押し上げ部材が接触する接触部を備え、
　前記接触部が、内胴の外面から突出するように形成されていることを特徴とする。
【００８７】
　このように構成することにより、押し上げ部材は、接触部のみに接触して、内胴そのも
のには接触しないので、押し上げ部材との接触に起因して接触部が傷ついても、内胴が傷
つくことがない。
【００８８】
　従って、内胴の美観が長期にわたり維持されるとともに、押し上げ部材との接触に起因
して、裏蓋が外れたり、ムーブメントへ衝撃が負荷されるのを防止することができる。
【００９４】
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、
　前記外胴が、一定間隔離間して対向するように、外胴に突出するように形成された２つ
の取り付け基台を備え、
　前記２つの取り付け基台のそれぞれに、初期位置解除手段が対向するように配置されて
いることを特徴とする。
　このように構成することによって、２つの取り付け基台のそれぞれに、初期位置解除手
段を配置することができるので、この２つの初期位置解除手段を操作することによって、
確実に内胴が押し上げられるので、初期位置解除手段の操作性が、さらに向上し、初動操
作（初期位置の解除）を確実に行うことができる。
【００９５】
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、
　前記操作部材を、操作開始前の位置方向に付勢する付勢手段を備え、
　前記付勢手段が、操作部材を外胴の外側方向または内側方向に付勢する付勢手段であり
、
　前記操作部材が、付勢手段の付勢力に抗して、外胴の内側または外側に向けて押圧され
る操作部材であることを特徴とする。
【００９６】
　このように構成することによって、操作部材を外胴の外側方向または内側方向に付勢す
る付勢手段の付勢力に抗して、操作部材外胴の内側または外側に向けて押圧するだけで良
いので、初期位置解除手段の操作性が、さらに向上し、初動操作（初期位置の解除）を確
実に行うことができる。
【００９９】
　また、本発明のリバーシブル表示装置は、
　前記操作部材を、操作開始前の位置方向に付勢する付勢手段を備え、
　前記付勢手段が、操作部材を一方の回転方向に付勢する付勢手段であり、
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　前記操作部材が、回転可能に配置された回転レバーであるとともに前記付勢手段の付勢
力に抗して、他方の回転方向に回転される操作部材であることを特徴とする。
【０１００】
　このように構成することによって、操作部材を一方の回転方向に付勢する付勢手段の付
勢力に抗して、他方の回転方向に回転レバーをするだけで良いので、初期位置解除手段の
操作性が、さらに向上し、初動操作（初期位置の解除）を確実に行うことができる。
【発明の効果】
【０１１２】
　本発明によれば、外胴と、外胴の内側に配置された内胴とを備え、内胴の一方の表面と
他方の表面とが反転自在に配置できるように構成されたリバーシブル表示装置であって、
初期位置にある内胴を、最初に持ち上げる初動操作、すなわち、初期位置状態の解除が容
易なリバーシブル表示装置を提供することができる。
【０１１３】
　また、本発明によれば、内胴の美観、ひいては表示装置自体の美観を長期にわたり維持
できるリバーシブル表示装置を提供することができる。
　さらに、本発明によれば、初期位置において、内胴の起立を抑止する係合手段が採用さ
れた場合であっても、初期位置にある内胴を、最初に持ち上げる初動操作、すなわち、初
期位置状態の解除が容易なリバーシブル表示装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１４】
　以下、本発明の実施の形態（実施例）を図面に基づいてより詳細に説明する。
　なお、前述の従来技術と同じ構成部材には、同じ参照番号を付することで、それらの構
成部材の説明を省略する。
【０１１５】
　図１は、本発明のリバーシブル表示装置をリバーシブル時計に適用した実施例の初期位
置の状態を示す斜視図、図２は、図１のＡ方向からのリバーシブル表示装置の部分拡大分
解斜視図、図３は、図１のＢ方向からのリバーシブル表示装置の部分拡大分解斜視図、図
４は、図１のリバーシブル表示装置のＣ－Ｃ線での縦断面図、図５は、図１のリバーシブ
ル表示装置のＤ－Ｄ線での断面図、図６は、図１のリバーシブル表示装置のＥ－Ｅ線での
断面図である。
【０１１６】
　図１、図２、図４、図５に示したように、この実施例のリバーシブル表示装置１０は、
内胴１４のバンドの長手方向に沿った一端部には、その中央部にバンドの長手方向に突設
するように形成された略四角柱形状の接触部７２を備えている。
【０１１７】
　一方、外胴１２のバンドの長手方向に沿った一端部には、一定間隔離間してバンドの幅
方向に対向するように、外胴１２に突出するように形成された２つの取り付け基台７４を
備えている。
【０１１８】
　これにより、これらの２つの取り付け基台７４の間には、初期位置において、内胴１４
の接触部７２が挿入される挿入凹部７６が形成されている。
　この接触部７２の一方の側壁には、図２７、図２８に示した従来のリバーシブル時計の
弾性係合部６２と同様の構成の弾性係合部６２が配置されている。すなわち、係合突起部
６６が、接触部７２の一方の側壁から、弾性的に出没可能なように配置されている。
【０１１９】
　一方、これらの２つの取り付け基台７４の挿入凹部７６に面する壁面にはそれぞれ、こ
の弾性係合部６２の係合突起部６６が脱着自在に装入されるように、従来のリバーシブル
時計の係合凹部７０と同様な係合凹部７０が形成されている。
【０１２０】
　なお、これらの係合凹部７０はそれぞれ、後述するように、内胴１４が反転した状態に
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応じて、弾性係合部６２の係合突起部６６が脱着自在に装入されるものである。
　また、図２、図５に示したように、２つの取り付け基台７４には、それぞれ、バンドの
幅方向に対向するように一対の初期位置解除手段が設けられている。
【０１２１】
　すなわち、２つの取り付け基台７４には、一対の対向するように、係合凹部７０の下方
に位置するように配置された、操作部材用装着孔７７が形成されており、これらの操作部
材用装着孔７７にそれぞれ、操作部材７８が装着されている。
【０１２２】
　具体的には、操作部材７８は、ボタン形状の操作部８０と、軸部８２と、軸部８２の先
端に形成された略円錐形状の押し上げ部材８４とを備えている。
　なお、操作部材７８の外胴１２の外面に露出する部分を、ボタン形状の操作部８０とす
ることによって、表示装置として、外観的な機能美を損なわないようになっている。
【０１２３】
　そして、操作部材７８の軸部８２と押し上げ部材８４が、操作部材用装着孔７７に固定
された止めパイプ８６に挿着されている。また、止めパイプ８６と操作部８０との間に、
すなわち、付勢部材である圧縮コイルスプリング８８が、操作部材用装着孔７７の段部９
０と操作部８０との間に圧縮状態で介装されている。
【０１２４】
　さらに、この止めパイプ８６から突出する押し上げ部材８４の周状溝９１に、止めリン
グ９２が嵌合されることによって、止めパイプ８６に操作部材７８が固定されるようにな
っている。
【０１２５】
　このように構成することによって、圧縮コイルスプリング８８の付勢力によって、操作
部材７８が、取り付け基台７４のバンドの幅方向外方に突出する方向に付勢されている。
　これによって、図５に示したように、通常の状態では、押し上げ部材８４の先端の略円
錐形状のテーパ面８４ａが、操作部材用装着孔７７から、挿入凹部７６に突出しないよう
に構成されている。
【０１２６】
　また、後述するように、操作部材７８の操作部８０を押すことによって、圧縮コイルス
プリング８８の付勢力に抗して、操作部材７８の押し上げ部材８４の先端の略円錐形状の
テーパ面８４ａが、操作部材用装着孔７７から、挿入凹部７６内に突出するようになって
いる。
【０１２７】
　これにより、押し上げ部材８４の先端の略円錐形状のテーパ面８４ａが、内胴１４の接
触部７２の下端の隅角部７２ａと当接して、テーパ面８４ａに案内されて、内胴１４の接
触部７２が上方に付勢されて、押し上げられるようになっている。
【０１２８】
　この場合、操作部８０と、軸部８２が略円柱形状で、軸部８２の先端の押し上げ部材８
４が略円錐形状であるので、操作部材７８の加工が、例えば、旋盤などを用いて行うこと
ができ、容易である。しかも、軸線の周りに操作部材７８が回転したとしても、押し上げ
部材８４の先端の略円錐形状のテーパ面８４ａが、常に、内胴１４の接触部７２の下端の
隅角部７２ａと当接するので、この内胴１４の接触部７２の上方への付勢、押し上げが確
実に達成されるようになっている。
【０１２９】
　一方、外胴１２の他端部近傍には、図２７、図２８に示した従来のリバーシブル時計と
同様に、起伏軸部４４が配置されている。
　すなわち、この実施例の起伏軸部４４では、図３、図４に示したように、バンドの幅方
向に延びる軸ピン４６が、略円柱形状の起伏軸部４４を貫通しており、この軸ピン４６の
両端が、外胴１２に形成された、略扇形状に切り欠かれた形状の連結溝９４に装着されて
いる。
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【０１３０】
　そして、図６に示したように、外胴１２の下方に形成した固定ネジ孔９６を介して、固
定ネジ９８を締め付けることによって、固定ネジ９８の先端で、軸ピン４６が、連結溝９
４から脱落せず、かつ回転可能なように、固定されている。
【０１３１】
　このように、図２７、図２８に示した従来のリバーシブル時計のように、外胴１２に形
成された軸穴５０を設ける代わりに、略扇形状に切り欠かれた形状の連結溝９４を設ける
ことによって、連結溝９４の切削加工が容易であり、しかも、従来のように、軸穴５０に
軸ピン４６を挿通する作業などが不要で、起伏軸部４４の組立が容易となる。
【０１３２】
　また、図６に示したように、起伏軸部４４の軸孔４４ａには、例えば、ゴム、プラスチ
ックなどの柔軟で弾性を有する材料からなる摺動リング１００が、軸ピン４６の外周との
間に介装されている。
【０１３３】
　これにより、後述するように、内胴１４を、起伏軸部４４を回動中心として、持ち上げ
るように、起立位置まで起立させる際に、摺動リング１００と軸ピン４６との摩擦力によ
って、任意の起立位置において、落下しないように保持することができ、内胴１４の破損
損傷を防止することができるようになっている。
【０１３４】
　さらに、図３、図４に示したように、起伏軸部４４の反転軸部５２は、この実施例では
、その外周に、パイプ１０２が装着されている。
　また、このパイプ１０２の内周側には、防水パッキン１０５が介装されているとともに
、起伏軸部４４に形成した溝部４４ｂに、このパイプ１０２の基端部１０２ａが、摺動リ
ング１０４を介して装着されている。
【０１３５】
　このように構成することによって、後述するように、パイプ１０２、摺動リング１０４
によって、内胴１４を、反転軸部５２を回転中心として、上下を反転するように回転する
回転動作を円滑に行うことができる。
【０１３６】
　しかも、パイプ１０２を、例えば、ゴム、プラスチックなどの柔軟で弾性を有する材料
から構成することによって、内胴１４を、反転軸部５２を回転中心として、上下を反転す
るように回転する際に、パイプ１０２との間の摩擦力で、内胴１４を任意の回転角度で保
持することができ、内胴１４の破損損傷を防止することができるようになっている。
【０１３７】
　さらに、このように起伏軸部４４に形成した溝部４４ｂに、このパイプ１０２の基端部
１０２ａが、摺動リング１０４を介して装着されているので、反転軸部５２の軸方向の長
さをコンパクトにすることができる。
【０１３８】
　このように構成される本発明のリバーシブル表示装置１０は、以下の手順で操作され使
用される。
　図１、図４～図５に示したように、通常の使用状態では、内胴１４は、時刻表示部３２
を上方に向けて、外胴１２の収容凹部１６内に位置する。すなわち、収容凹部１６内に収
容された内胴１４は、外胴１２に対して、ほぼ平行に近接するように伏した状態で配置さ
れた初期位置に位置する。
【０１３９】
　この初期位置では、図１、図５に示したように、内胴１４の接触部７２が、外胴１２の
２つの取り付け基台７４の間に形成された挿入凹部７６内に位置している。
　また、この状態では、接触部７２の一方の側壁（図５において右側）に形成された弾性
係合部６２の係合突起部６６が、一方の取り付け基台７４の挿入凹部７６に面する壁面に
形成された係合凹部７０に挿入された状態である。
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【０１４０】
　そして、この状態では、起伏軸部４４を回転軸とした、内胴１４の回動（（図７の矢印
Ｆで示した方向の回動）が抑止されるようになっている。
　このような通常の使用状態の初期位置から、内胴１４を、時刻表示部３２を下方に向け
て、外胴１２の収容凹部１６内に位置するように配置するには、以下のように操作する。
【０１４１】
　先ず、図７、図８の矢印Ｈで示したように、操作部材７８の操作部８０を押すことによ
って、圧縮コイルスプリング８８の付勢力に抗して、操作部材７８の先端の略円錐形状の
テーパ面８４ａを、操作部材用装着孔７７から、挿入凹部７６内に突出させる。
【０１４２】
　これにより、押し上げ部材８４の先端の略円錐形状のテーパ面８４ａが、内胴１４の接
触部７２の下端の隅角部７２ａと当接して、テーパ面８４ａに案内されて、内胴１４の接
触部７２が上方に付勢されて、押し上げられるようになっている。
【０１４３】
　これにともなって、内胴１４に所定以上の外力が負荷されたところで、弾性係合部６２
の係合突起部６６が、スプリングコイル６４の外方向への付勢力に抗して、接触部７２の
一方の側壁内部に没入し、一方の取り付け基台７４の挿入凹部７６に面する壁面に形成さ
れた係合凹部７０との係合が解除される。
【０１４４】
　この状態で、操作者は、内胴１４を指で把持してまま、外胴１２に対して、内胴１４の
他端をさらに持ち上げるように、起伏軸部４４を回転軸として、内胴１４を、図７、図８
の矢印Ｆ方向に回動させる。
【０１４５】
　そして、外胴１２を基準とする内胴１４の傾斜角度、すなわち、内胴１４の下面と外胴
１２の上面との交差角度が、徐々に広がるように、内胴１４は、外胴１２に対して、起き
上がった状態となる。
【０１４６】
　この状態で、外胴１２に対する内胴１４の傾斜角度が、所定の角度を越えると、内胴１
４は、外胴１２と干渉せずに、反転軸部５２を回転軸として、図９、図１０の矢印Ｇの方
向へ回転（反転）できる起立位置に位置する。
【０１４７】
　なお、この起立操作の際に、摺動リング１００と軸ピン４６との摩擦力によって、任意
の起立位置において、落下しないように保持することができ、内胴１４の破損損傷を防止
することができるようになっている。
【０１４８】
　そして、操作者は、このように起立位置に位置する内胴１４を、反転軸部５２を回転軸
として、図９、図１０の矢印Ｇの方向へ、１８０度反転させる。
　この回転により、図１１、図１２に示したように、上方を向いていた内胴１４の時刻表
示部３２、すなわち、風防２６が、外胴１２に対向するように下方を向き、逆に、外胴１
２に対向するように下方を向いていた裏蓋２８が、上方を向くように、内胴１４は表裏が
反転する。
【０１４９】
　なお、このように内胴１４を、反転軸部５２を回転中心として、上下を反転するように
回転する際に、パイプ１０２との間の摩擦力で、内胴１４を任意の回転角度で保持するこ
とができ、内胴１４の破損損傷を防止することができるようになっている。
【０１５０】
　次いで、操作者は、裏蓋２８が上方を向いた内胴１４を、外胴１２に接近するように下
方に押し下げる。これにより、内胴１４は、起伏軸部４４を回転軸として、外胴１２との
交差角度が徐々に狭まるように回動され、初期位置に戻る。
【０１５１】
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　この初期位置においては、内胴１４は、裏蓋２８の外面を上方に向けて、風防２６、す
なわち、時刻表示部３２を下方に向けて、外胴１２の収容凹部１６内に位置する。すなわ
ち、収容凹部１６に収納された内胴１４は、風防２６が外胴１２の上面と対向するように
、外胴１２に対して、ほぼ平行に近接するように伏した状態で配置された状態である。
【０１５２】
　また、この初期位置においては、接触部７２の一方の側壁（図５において右側）に形成
された弾性係合部６２の係合突起部６６が、図５において他方（左側）方向に向き、他方
の取り付け基台７４の挿入凹部７６に面する壁面に形成された係合凹部７０に、再び挿入
された状態となる。
【０１５３】
　これにより、起伏軸部４４を回転軸とした、内胴１４の回動（図１１の矢印Ｆで示した
方向の回動）、図１１の矢印Ｇの方向への回転（反転）が抑止されるようになっている。
【０１５４】
　そして、操作者は、再度、時刻表示部３２を上方に向けたい場合は、前述の操作を繰り
返せばよい。
　なお、この実施例では、外胴１２と内胴１４との間の係止手段として、弾性係合部６２
の係合突起部６６と挿入凹部７６との間の機械的係合手段を用いたが、その他の公知の機
械的係合手段を用いることができ、さらには、磁気的な係合手段などその他の係合手段を
採用することも可能である。
【０１５５】
　また、このような係止手段は、図７の矢印Ｆで示したように、押し上げ部材８４が内胴
１４を押し上げる力の動線上、すなわち、起伏軸部４４を回転軸として、内胴１４を、図
７の矢印Ｆ方向に回動させる軌跡上に配置されことが好ましい。これにより、不用意に内
胴１４が押し上げられるのを防止することができる。
【０１５６】
　また、この実施例のように、押し上げ部材８４を、内胴１４と外胴１２との間に進入で
き、かつ、内胴１４を上方に向けて押圧できる構成とするのが望ましいが、この構成に限
定されるものではない。
【０１５７】
　また、この実施例では、両方の取り付け基台７４に操作部材７８を設けたが、片方の取
り付け基台７４に操作部材７８を設けることも可能である。
　さらに、この実施例では、操作部材７８の先端の略円錐形状のテーパ面８４ａのように
、傾斜面として、内胴１４に接近するほど下方に向かう傾きを有するテーパ面としたが、
このような傾斜面は、傾斜した平面でもよく、また、球面、円筒面などであってもよく、
内胴１４を押し上げる機能を果たせば、その形状は、特に限定されるものではない。
【０１５８】
　図１３は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例の初期位置の状態を示す斜視図
、図１４は、図１３のリバーシブル表示装置のＤ－Ｄ線での断面図、図１５は、図１３の
リバーシブル表示装置の作動を説明する図１４と同様な断面図である。
【０１５９】
　この実施例のリバーシブル表示装置１０は、図１～図６に示したと基本的には同様な構
成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
　この実施例のリバーシブル表示装置１０では、図１３、図１４に示したように、一方の
（図１３、図１４において左側）の取り付け基台７４の内部に、挿入凹部７６に開口する
操作用開口部１０６が形成されている。
【０１６０】
　そして、この操作用開口部１０６に連通するように、取り付け基台７４の上面に上下に
貫通する操作部材用装着孔７７が形成されている。
　この操作用開口部１０６の内部には、断面略台形状のカム部材１０８が装着されている
。また、このカム部材１０８の挿入凹部７６側（図１４において右側）には、内胴１４に
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接近するほど下方に向かう傾きを有する傾斜面であるテーパ面１１０が形成されている。
【０１６１】
　このカム部材１０８には、その上部に段部１１２が形成されており、この段部１１２と
操作用開口部１０６の側壁１１４との間に、略Ｕ字形状の板バネからなる付勢部材１１６
が圧縮状態で介装されている。
【０１６２】
　これにより、カム部材１０８が、操作用開口部１０６の挿入凹部７６側と反対側に付勢
されており、カム部材１０８のテーパ面１１０が、挿入凹部７６内に突出しないように付
勢されている。
【０１６３】
　また、操作部材用装着孔７７には、図１の実施例と同様な操作部材７８が装着されてい
る。この実施例では、図１の実施例とは相違して、止めパイプ８６、圧縮コイルスプリン
グ８８が設けられていない。
【０１６４】
　この代わりに、図１４に示したように、カム部材１０８の挿入凹部７６側と反対側（図
１４において左側）には、内胴１４から遠ざかるほど下方に向かう傾きを有する傾斜面で
あるテーパ面１１１が形成されている。そして、このカム部材１０８のテーパ面１１１に
、押し上げ部材８４の先端の略円錐形状のテーパ面８４ａが相補的に接触しており、これ
により、操作部材７８が上方に付勢されている。
【０１６５】
　このように構成されるこの実施例のリバーシブル表示装置１０は、以下の手順で操作さ
れ使用される。
　すなわち、通常の使用状態の初期位置から、内胴１４を、時刻表示部３２を下方に向け
て、外胴１２の収容凹部１６内に位置するように配置するには、以下のように操作する。
【０１６６】
　図１３、図１４の矢印Ｈで示したように、操作部材７８の操作部８０を押すことによっ
て、図１５に示したように、押し上げ部材８４の先端の略円錐形状のテーパ面８４ａが下
方に移動する。
【０１６７】
　これにより、テーパ面８４ａに案内されて、カム部材１０８のテーパ面１１１に沿って
、カム部材１０８の段部１１２と操作用開口部１０６の側壁１１４との間に介装された付
勢部材１１６の付勢力に抗して、図１５に示したように、カム部材１０８が、挿入凹部７
６側（図１４において右側）に移動する。
【０１６８】
　これに伴って、カム部材１０８の挿入凹部７６側のテーパ面１１０が、挿入凹部７６内
に突出し、テーパ面１１０が、内胴１４の接触部７２の下端の隅角部７２ａと当接して、
テーパ面１１０に案内されて、内胴１４の接触部７２が上方に付勢されて、図１５の矢印
Ｆに示したように、押し上げられ、初期位置が解除されるようになっている。
【０１６９】
　この後は、図１に示した実施例と同様にして、起立位置まで内胴１４を回動させ、反転
するようになっている。
　このように操作部材７８と押し上げ部材８４との間に、カム部材１０８が介装されてい
るので、外部から操作される操作部材７８の移動方向と、押し上げ部材８４の移動方向と
が同一直線上にある必要がない。
【０１７０】
　従って、操作部材７８と押し上げ部材８４との相対的な位置を決定する設計が自由にな
り、これにより、表示装置の美観を損なうことがなく、しかも、表示装置自体も小型化す
ることができるように、操作部材７８と押し上げ部材８４とを配置することができる。
【０１７１】
　なお、この実施例では、図１３、図１４において左側）の取り付け基台７４に操作部材
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７８を設けたが、他方の取り付け基台７４に操作部材７８を設けることも可能であり、ま
た、両方の取り付け基台７４に操作部材７８を設けることも可能である。このことは、以
下の実施例においても同様である。
【０１７２】
　図１６は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す斜視図、図１７は、図１
６のリバーシブル表示装置の初期位置の状態を示す断面図、図１８は、図１６のリバーシ
ブル表示装置の作動を説明する図１７と同様な断面図である。
【０１７３】
　この実施例のリバーシブル表示装置１０は、図１～図６に示したと基本的には同様な構
成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
　この実施例のリバーシブル表示装置１０では、図１６に示したように、一方の（図１６
において左側）の取り付け基台７４の内部に、挿入凹部７６に開口する操作用開口部１１
８が形成されている。
【０１７４】
　そして、この操作用開口部１１８内に、操作部材７８が、バンドの長手方向にスライド
できるように装着されている。
　すなわち、取り付け基台７４の上部には、バンドの長手方向にスライド溝１２０が形成
されており、このスライド溝１２０内を、操作部材７８の操作部８０がバンドの長手方向
にスライドできるように装着されている。
【０１７５】
　なお、この操作部材７８の操作部８０には、指で操作する際に、滑り止めとして機能す
る凹凸部８０ａが形成されている。
　また、この操作部材７８の軸部８２は、略四角柱形状であって、この軸部８２が、略Ｚ
字形状の板バネからなる付勢部材１２２によって、バンドの長手方向に内胴１４側に付勢
されている。
【０１７６】
　この軸部８２の下端には、図１６に示したように、押し上げ部材８４が、挿入凹部７６
に突出するように形成されている。また、図１６、図１７に示したように、押し上げ部材
８４のバンドの長手方向外側に、内胴１４から遠ざかるほど下方に向かう傾きを有する傾
斜面であるテーパ面１２４が形成されている。
【０１７７】
　そして、図１７に示したように、内胴１４の接触部７２の下端の内胴側に形成された傾
斜面７２ｂと、このテーパ面１２４が相補的に接触するようになっている。
　このように構成されるこの実施例のリバーシブル表示装置１０は、以下の手順で操作さ
れ使用される。
【０１７８】
　すなわち、通常の使用状態の初期位置から、内胴１４を、時刻表示部３２を下方に向け
て、外胴１２の収容凹部１６内に位置するように配置するには、以下のように操作する。
　図１６、図１８の矢印Ｉで示したように、操作部材７８の操作部８０を、バンドの長手
方向外側に引っ張ることによって、スライド溝１２０内を、操作部材７８の操作部８０が
バンドの長手方向にスライドさせる。
【０１７９】
　これにより、付勢部材１２２の付勢力に抗して、操作部材７８の軸部８２と押し上げ部
材８４が、操作用開口部１１８内を、図１８に示したように、押し上げ部材８４のテーパ
面１２４が、図１８の矢印Ｉの方向に移動する。
【０１８０】
　これに伴って、挿入凹部７６内に突出する押し上げ部材８４のテーパ面１２４が、内胴
１４の接触部７２の下端の内胴側に形成された傾斜面７２ｂと当接して、テーパ面１２４
に案内されて、内胴１４の接触部７２が上方に付勢されて、図１８の矢印Ｆに示したよう
に、押し上げられ、初期位置が解除されるようになっている。
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【０１８１】
　この後は、図１に示した実施例と同様にして、起立位置まで内胴１４を回動させ、反転
するようになっている。
　図１９は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す分解斜視図、図２０は、
図１９のリバーシブル表示装置の初期位置の状態を示すＤ－Ｄ線での断面図、図２１は、
図１９のリバーシブル表示装置の作動を説明する図２０と同様な断面図、図２２は、リバ
ーシブル表示装置の作動を説明する斜視図である。
【０１８２】
　この実施例のリバーシブル表示装置１０は、図１～図６に示したと基本的には同様な構
成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
　この実施例のリバーシブル表示装置１０では、図１９、図２０に示したように、一方の
（図１９、図２０において右側）の取り付け基台７４の内部に、挿入凹部７６に開口する
操作用開口部１１８が形成されている。
【０１８３】
　そして、この操作用開口部１１８内に、断面略矩形状の操作部材７８が、軸ピン１２６
で軸支されており、図２１、図２２の矢印Ｊで示したように、軸ピン１２６を中心として
、回動することができるように構成されている。
【０１８４】
　なお、この操作部材７８の操作部８０には、指で操作する際に、滑り止めとして機能す
る凹凸部８０ａが形成されている。
　また、この操作部材７８の下端には、図２０に示したように、凹部１２８が形成されて
おり、この凹部１２８内に、操作用開口部１１８の下端との間に、板バネからなる付勢部
材１３０が介装され、操作部材７８が、図２１の矢印Ｊと反対方向に付勢されている。こ
れにより、図１９に示したように、操作用開口部１１８から挿入凹部７６側に突出し、接
触部７２の下端に接触する押し上げ部材８４が下方に付勢されている。
【０１８５】
　また、この実施例では、図１９に示したように、起伏軸部４４は、球体ジョイント１３
２が、外胴１２に形成された半球状の凹部１３４内に装着して、上方よりジョイントカバ
ー１３６を、留めネジ１３８で締結することによって、内胴１４の起立、反転が自在に行
うことができるように構成されている。
【０１８６】
　このように構成されるこの実施例のリバーシブル表示装置１０は、以下の手順で操作さ
れ使用される。
　すなわち、通常の使用状態の初期位置から、内胴１４を、時刻表示部３２を下方に向け
て、外胴１２の収容凹部１６内に位置するように配置するには、以下のように操作する。
【０１８７】
　図２１、図２２の矢印Ｊで示したように、操作部材７８の操作部８０を、軸ピン１２６
を中心として、回動させる。
　これにより、付勢部材１３０の付勢力に抗して、操作用開口部１１８から挿入凹部７６
側に突出し、接触部７２の下端に接触する押し上げ部材８４が上方向に移動する。
【０１８８】
　これに伴って、図２１、図２２の矢印Ｋで示したように、内胴１４の接触部７２が上方
に付勢されて、押し上げられ、初期位置が解除されるようになっている。
　この後は、図１に示した実施例と同様にして、起立位置まで内胴１４を回動させ、反転
するようになっている。
【０１８９】
　図２３は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す初期位置の状態を示す部
分拡大斜視図、図２４は、図２３のリバーシブル表示装置の作動を説明する図２３と同様
な部分拡大斜視図である。
【０１９０】
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　この実施例のリバーシブル表示装置１０は、図１～図６に示したと基本的には同様な構
成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
　この実施例のリバーシブル表示装置１０では、図２３に示したように、一方の（図２３
において左側）の取り付け基台７４の内部に、挿入凹部７６に開口する操作用開口部１１
８が形成されている。
【０１９１】
　そして、この操作用開口部１１８内に、操作部材７８が、操作部材７８の軸部８２を中
心に回転できるように装着されている。
　なお、この操作部材７８の操作部８０には、指で操作する際に、回転動作を容易とする
ために、回転レバー８０ｂが形成されている。
【０１９２】
　この軸部８２の下端には、図２３に示したように、押し上げ部材８４が、挿入凹部７６
に突出するように形成されている。また、図２３に示したように、押し上げ部材８４のバ
ンドの幅方向外側に、バンドの幅方向内側にいくほど下方に向かう傾きを有する傾斜面で
あるテーパ面１３７形成されている。
【０１９３】
　なお、この場合、図示しないが、押し上げ部材８４が、挿入凹部７６に突出しない方向
に、付勢部材で、操作部材７８が回転方向に付勢されている。
　このように構成されるこの実施例のリバーシブル表示装置１０は、以下の手順で操作さ
れ使用される。
【０１９４】
　すなわち、通常の使用状態の初期位置から、内胴１４を、時刻表示部３２を下方に向け
て、外胴１２の収容凹部１６内に位置するように配置するには、以下のように操作する。
　図２４の矢印Ｌで示したように、操作部材７８の操作部８０の回転レバー８０ｂを、操
作部材７８の軸部８２を中心に回転させることによって、図２４の矢印Ｍで示したように
、押し上げ部材８４が回転して、押し上げ部材８４が、挿入凹部７６に９０度向きを変え
て突出する。
【０１９５】
　これに伴って、挿入凹部７６内に突出する押し上げ部材８４のテーパ面１３７が、図示
しないが、内胴１４の接触部７２の下端の内胴側に形成された傾斜面７２ｂと当接して、
テーパ面１３７に案内されて、内胴１４の接触部７２が上方に付勢されて、押し上げられ
、初期位置が解除されるようになっている。
【０１９６】
　この後は、図１に示した実施例と同様にして、起立位置まで内胴１４を回動させ、反転
するようになっている。
　このように構成することによって、操作部材７８を一方の回転方向に付勢する付勢部材
の付勢力に抗して、他方の回転方向に回転レバー８０ｂを回転するだけで良いので、初期
位置解除手段の操作性が、さらに向上し、初動操作（初期位置の解除）を確実に行うこと
がで
きる。
【０１９７】
　図２５は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す斜視図である。
　この実施例のリバーシブル表示装置１０は、図１～図６に示したと基本的には同様な構
成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
【０１９８】
　この実施例のリバーシブル表示装置１０は、外胴１２のバンド方向の両端には、その一
端が、軸支ピン１３９で回動可能に連結されたレバー部材１４０が備えられている。
　そして、このレバー部材１４０の他方の端部が、軸支ピン１４２で、内胴１４の中央部
分に回転可能に連結されている。
【０１９９】
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　この場合、レバー部材１４０が、起伏手段として機能し、レバー部材１４０の他方の端
部の内胴１４の中央部分に回転可能に連結された軸支ピン１４２の部分が、反転手段とし
て機能する。
【０２００】
　また、この実施例のリバーシブル表示装置１０では、図１に示した操作部材７８と同様
な構成の操作部材７８が、外胴１２のバンドの長手方向の一端（図２５において手前側）
に装着されている。
【０２０１】
　従って、初期位置解除動作は、図１に示した実施例と同様に行われる。
　そして、図２５の矢印Ｎに示したように、初期位置解除手段である操作部材７８によっ
て、その初期位置状態が自動的に解除された状態の内胴１４を、起伏手段であるレバー部
材１４０を回動することによって、小さい力で、外胴に対して内胴が起き上がった起立位
置へと移動することができる。
【０２０２】
　そして、この状態で、小さい力で、反転手段であるレバー部材１４０の軸支ピン１４２
を中心に、内胴１４を他方の表面が露出するように反転させることができる。
　従って、初期位置解除手段の操作性が、さらに向上し、初動操作（初期位置の解除）を
確実に行うことができる。
【０２０３】
　なお、この実施例の場合には、図２５に示したように、弾性係合部６２が、内胴１４の
バンドの長手方向の一端部の隅角部近傍に２個形成されており、内胴１４が反転した際に
、それぞれの弾性係合部６２の係合突起部６６が、外胴１２の収容凹部１６側の壁面に形
成された係合凹部７０に、交互に係合するように構成されている。
【０２０４】
　図２６は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す斜視図である。
　この実施例のリバーシブル表示装置１０は、図１～図６に示したと基本的には同様な構
成であり、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
【０２０５】
　この実施例のリバーシブル表示装置１０は、外胴１２のバンドの長手方向の両端に、外
胴１２の収容凹部１６側の壁面に、バンドの幅方向に延びる摺動溝１４４が形成されてい
る。
【０２０６】
　また、弾性係合部６２が、内胴１４のバンドの長手方向の両端部の隅角部近傍に、それ
ぞれ２個形成されている。
　さらに、この実施例のリバーシブル表示装置１０では、図１に示した操作部材７８と同
様な構成の操作部材７８が、外胴１２のバンドの長手方向の一端側（図２６において奥側
）で、かつ、バンドの幅方向一端側（図２６において左側）に装着されている。
【０２０７】
　従って、初期位置解除動作は、図１に示した実施例と同様に行われる。
　この際、バンドの幅方向の一方側（図２６において左側）に最初位置していた弾性係合
部６２の係合突起部６６と係合凹部７０の係合が解除されるが、バンドの幅方向の他方側
（図２６において右側）に最初位置していた弾性係合部６２の係合突起部６６と係合凹部
７０とは係合した状態のままである。
【０２０８】
　そして、図２６の矢印Ｏで示したように、初期位置解除手段である操作部材７８によっ
て、その初期位置状態が自動的に解除された状態のバンドの幅方向の一方側（図２６にお
いて左側）の内胴１４を把持して、バンドの幅方向の他方側（図２６において右側）の弾
性係合部６２を中心に回動させることによって反転させる。
【０２０９】
　そして、このように反転することによって、図２６に示したように、バンドの幅方向の
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一方側（図２６において左側）に最初位置していた弾性係合部６２の係合突起部６６が、
図２６の右側に位置し、バンドの幅方向の他方側（図２６において右側）に最初位置して
いた弾性係合部６２の係合突起部６６が図２６の左側に位置する。従って、起伏動作と反
転動作が同時に行われることになる。
【０２１０】
　この状態で、図２６の矢印Ｐで示したように、内胴１４をバンドの幅方向にスライドさ
せることによって、図２６においてバンドの幅方向左側に位置する弾性係合部６２の係合
突起部６６が、バンドの幅方向に延びる摺動溝１４４に案内されてバンドの幅方向に移動
して、図２６の左側に位置する係合凹部７０と係合する。
【０２１１】
　また、図２６においてバンドの幅方向右側に位置する弾性係合部６２の係合突起部６６
が、図２６の右側に位置する係合凹部７０と係合し、反転操作が完了する。
　このように構成することによって、内胴１４を、回転摺動軸部である弾性係合部６２の
係合突起部６６が、回転軸受け部である係合凹部７０に係合した状態で、回転摺動軸部を
中心に起伏反転するだけで、内胴１４を外胴１２に対して内胴１４が起き上がった起立位
置に移動させることができると同時に、反転させることができ、このように反転させた内
胴１４を、回転摺動軸部が摺動溝１４４内で摺動するように摺動させることによって、外
胴の内側に配置することができる。
【０２１２】
　従って、起伏反転操作を一つの操作で行うことができるので、初期位置解除手段の操作
性が、さらに向上し、初動操作（初期位置の解除）を確実に行うことができる。
　以上、本発明の好ましい実施の態様を説明してきたが、本発明はこれに限定されること
はなく、例えば、上記実施例では、起伏軸部４４と外胴１２との連結手段、反転軸部５２
と起伏軸部４４との連結手段、反転軸部５２と内胴１４との連結手段、外胴１２と内胴１
４との係合手段などについては、当業者であれば適宜変更可能である。
【０２１３】
　また、例えば、外胴１２とバンドとの連結手段、裏蓋２８とハウジング２４との固定手
段、内胴１４へのムーブメント３６の保持手段、内胴１４への文字板３８の保持手段、内
胴１４への風防２６の固定手段などについても、当業者であれば適宜変更可能である。
【０２１４】
　また、裏蓋２８とハウジング２４とが、一体化された単一の部品であっても良く、文字
板３８とハウジング２４とが、一体化された単一の部品であっても良く、ハウジング２４
と風防２６とが、一体化された単一の部品であっても良い。
【０２１５】
　さらに、文字板３８の代わりに、ソーラーセル・ユニットや液晶表示ユニットを用いる
ことも可能であり、液晶表示ユニットが採用された場合、表示針を省略することもできる
。
【０２１６】
　また、本発明のリバーシブル表示装置において、構成部品それぞれの機能が達成されれ
ば、部品それぞれの材質や形状をなんら限定されるものではない。
　このように本発明の目的を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０２１７】
　本発明におけるリバーシブル表示装置の機構は、腕時計に採用されれば、前述の顕著な
作用効果を奏することができる。しかしながら、本発明におけるリバーシブル表示装置の
機構は、腕時計のみならず、置き時計や掛け時計、携帯ゲーム、携帯電話などのその他の
表示装置にも採用することができる。
【０２１８】
　また、上述の実施例では、内胴１４の一方の外面は、風防２６の外面であり、内胴１４
の他方の外面は、裏蓋２８の外面であるリバーシブル時計について説明したが、内胴１４
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の他方の外面が、例えば、電卓などのように、時計に付随される、時刻表示以外の機能を
実行する付随機能部であってもよい。
【０２１９】
　また、内胴１４の他方の外面は、鏡、または、鏡と同様の光反射面であってもよく、こ
の場合には、内胴１４の他方の外面は、簡単な化粧直しなどに用いることができる。
　また、内胴１４の他方の外面は、写真や絵などが取り付けられるグラフィック部であっ
てもよい。
【０２２０】
　また、内胴１４の他方の外面は、象牙の彫刻などが取り付けられた装飾部であってもよ
く、または、内胴１４の他方の外面が、他の時刻表示部が視認される面であってもよい。
　この場合、このバーシブル時計として用いる場合には、例えば、一方の時刻表示部が、
自国における時刻を表示し、他方の時刻表示部が、他国における時刻を表示する両面時計
として用いられる。
【０２２１】
　さらに、リバーシブル時計として用いる場合には、一方の時刻表示部が、アナログ表示
で時刻を表示し、他方の時刻表示部が、デジタル表示で時刻を表示する両面時計であって
もよい。例えば、デジタル表示による時刻表示部は、スポーツ競技の時間計測に用いるこ
とができる。
【０２２２】
　また、上記実施例では、初期位置解除手段を、外胴側に設けたが、図示しないが、同様
な構成の初期位置解除手段を、内胴側に設けることも可能であり、この場合にも、初期位
置解除を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０２２３】
【図１】図１は、本発明のリバーシブル表示装置をリバーシブル時計に適用した実施例の
初期位置の状態を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１のＡ方向からのリバーシブル表示装置の部分拡大分解斜視図である
。
【図３】図３は、図１のＢ方向からのリバーシブル表示装置の部分拡大分解斜視図である
。
【図４】図４は、図１のリバーシブル表示装置のＣ－Ｃ線での縦断面図である。
【図５】図５は、図１のリバーシブル表示装置のＤ－Ｄ線での断面図である。
【図６】図６は、図１のリバーシブル表示装置のＥ－Ｅ線での断面図である。
【図７】図７は、図１のリバーシブル表示装置の使用状態を説明する部分拡大斜視図であ
る。
【図８】図８は、図１のリバーシブル表示装置の使用状態を説明する図５と同様な断面図
である。
【図９】図９は、図１のリバーシブル表示装置の使用状態を説明する部分拡大斜視図であ
る。
【図１０】図１０は、図１のリバーシブル表示装置の使用状態を説明する図４と同様な縦
断面図である。
【図１１】図１１は、図１のリバーシブル表示装置の使用状態を説明する部分拡大斜視図
である。
【図１２】図１２は、図１のリバーシブル表示装置の使用状態を説明する図４と同様な縦
断面図である。
【図１３】図１３は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例の初期位置の状態を示
す斜視図である。
【図１４】図１４は、図１３のリバーシブル表示装置のＤ－Ｄ線での断面図である。
【図１５】図１５は、図１３のリバーシブル表示装置の作動を説明する図１４と同様な断
面図である。
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【図１６】図１６は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す斜視図である。
【図１７】図１７は、図１６のリバーシブル表示装置の初期位置の状態を示す断面図であ
る。
【図１８】図１８は、図１６のリバーシブル表示装置の作動を説明する図１７と同様な断
面図である。
【図１９】図１９は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す分解斜視図であ
る。
【図２０】図２０は、図１９のリバーシブル表示装置の初期位置の状態を示すＤ－Ｄ線で
の断面図である。
【図２１】図２１は、図１９のリバーシブル表示装置の作動を説明する図２０と同様な断
面図である。
【図２２】図２２は、リバーシブル表示装置の作動を説明する斜視図である。
【図２３】図２３は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す初期位置の状態
を示す部分拡大斜視図である。
【図２４】図２４は、図２３のリバーシブル表示装置の作動を説明する図２３と同様な部
分拡大斜視図である。
【図２５】図２５は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す斜視図である。
【図２６】図２６は、本発明のリバーシブル表示装置の別の実施例を示す斜視図である。
【図２７】図２７は、従来のリバーシブル時計の使用状態を説明する斜視図である。
【図２８】図２８は、従来のリバーシブル時計の断面図である。
【符号の説明】
【０２２４】
１０　リバーシブル表示装置（リバーシブル時計）
１２　外胴
１４　内胴
１６　収容凹部
１８　バンド
２０　連結穴
２２　バンド
２４　ハウジング
２６　風防
２８　裏蓋
３０　パッキン
３２　時刻表示部
３４　パッキン
３６　ムーブメント
３８　文字板
４０　針軸
４２　表示針
４３　防水パッキン
４４　起伏軸部
４４ａ　軸孔
４４ｂ　溝部
４６　軸ピン
５０　軸穴
５２　反転軸部
５４　外壁
５６　周状溝
５８　リング
６０　外壁
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６２　弾性係合部
６３　筒体
６４　スプリングコイル
６６　係合突起部
６８　壁部
７０　係合凹部
７２　接触部
７２ａ　隅角部
７２ｂ　傾斜面
７４　取り付け基台
７６　挿入凹部
７７　操作部材用装着孔
７８　操作部材
８０　操作部
８０ａ　凹凸部
８０ｂ　回転レバー
８２　軸部
８４　押し上げ部材
８４ａ　テーパ面
８６　パイプ
８８　圧縮コイルスプリング
９０　段部
９１　周状溝
９２　リング
９４　連結溝
９６　固定ネジ孔
９８　固定ネジ
１００　摺動リング
１０２　パイプ
１０２ａ　基端部
１０４　摺動リング
１０５　防水パッキン
１０６　操作用開口部
１０８　カム部材
１１０，１１１　テーパ面
１１２　段部
１１４　側壁
１１６　付勢部材
１１８　作用開口部
１１８　操作用開口部
１２０　スライド溝
１２２　付勢部材
１２４　テーパ面
１２６　軸ピン
１２８　凹部
１３０　付勢部材
１３２　球体ジョイント
１３４　凹部
１３６　ジョイントカバー
１３７　テーパ面
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１３８　ネジ
１３９　軸支ピン
１４０　レバー部材
１４２　軸支ピン
１４４　摺動溝

【図１】 【図２】
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【図１２】 【図１３】
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【図１７】 【図１８】
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